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　入学手続は、手続期間内に所定の学費を納入し、入学手続書類を提出することによって完了します。期間内に手続をしない
場合は、入学資格を失います。
１．入学手続期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※すべて窓口・郵送必着となっています。

　　※２０１９年９月２３日（月）は窓口受付可。
　　※２０１９年１０月２３日（水）、１１月２７日（水）は窓口受付不可。

　　《学費延納の場合》

２．納　入　金
　　　合格者に郵送する入学手続要項冊子の「２０２０年度入学生納入金」表を参照して下さい。（なお、本冊子７０～７２ページを
　　参照して下さい）

３．入学手続書類
　　　本学で交付します書類の他に下記の書類等が必要となりますので、あらかじめ準備しておいて下さい。
　　（１）卒業証明書　　1　通　（卒業見込みの者は、卒業後速やかに提出して下さい。帰国子女・外国人留学生入学の者は修了証
　　　　　　　　　　　　　　明書１通でもよい。出願時に未提出の者のみ、入学手続期間開始３ヶ月以内に発行のもの）
　　（２）住民票抄本　　1　通　（出願時に未提出の者のみ、入学手続期間開始３ヶ月以内に発行のもの。外国人は住民票抄本とパ
　　　　　　　　　　　　　　スポートのコピー各１部を提出）
　　（３）写　　　真　　1　枚　（４．５㎝×３．５㎝、手続前３ヶ月以内に撮影、正面上半身脱帽、無背景）
　　（４）成績証明書　　1　通　（一般編入・転入・学士入学者のみ。転入学者は現年次終了後に、卒業見込みの者は卒業後速やかに
　　　　　　　　　　　　　　提出して下さい。）

試　験　区　分 入 学 手 続 期 間

Ａ　Ｏ　入　学（１期）
Ａ　Ｏ　入　学（２期）
Ａ　Ｏ　入　学（３期）
一 般 推 薦
特 別 推 薦
地 域 特 定 推 薦
一　般　入　学（Ａ日程）
一　般　入　学（Ｂ日程）

大学入試センター試験利用（Ⅰ期）
大学入試センター試験利用（Ⅱ期）

社 会 人 入 学
帰 国 子 女 入 学
外 国 人 留 学 生 入 学

一般編入・転入・学士入学（１０月期）
一般編入・転入・学士入学（３月期）

２０１９年　９　月１７日（火）～　９　月２５日（水）
２０１９年１０月２１日（月）～１０月３０日（水）
２０２０年　１　月　８　日（水）～　１　月１６日（木）
２０１９年１１月２５日（月）～１２月　５　日（木）
２０１９年１１月２５日（月）～１２月　５　日（木）
２０１９年１１月２５日（月）～１２月　５　日（木）
２０２０年　２　月１４日（金）～　２　月２５日（火）
２０２０年　３　月１１日（水）～　３　月２３日（月）
２０２０年　２　月１７日（月）～　２　月２６日（水）
２０２０年　３　月１１日（水）～　３　月２３日（月）
２０１９年１０月２１日（月）～１０月３０日（水）
２０１９年１０月２１日（月）～１０月３０日（水）
２０１９年１０月２１日（月）～１０月３０日（水）
２０１９年１０月２１日（月）～１０月３０日（水）
２０２０年　３　月１１日（水）～　３　月２３日（月）

試　験　区　分 学 費 延 納 期 限

Ａ　Ｏ　入　学（１期・２期・３期）
一　　般　　入　　学（Ａ　日　程）
大学入試センター試験利用（Ⅰ期）
外 国 人 留 学 生 入 学
一般編入・転入・学士入学（１０月期）

延納期限は２０２０年３月２３日（月）まで、各自自由に設定
できます。

入学手続（抄）（詳細は合格者に通知します）
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４．入学手続上の注意
　　（１）学費の納入は　銀行振込　で行って下さい。
　　（２）入学手続書類の提出は　原則として郵送（簡易書留）　で行って下さい。
　　（３）ＡＯ入学（１期・２期・３期）・一般入学（Ａ日程）・大学入試センター試験利用（Ⅰ期）・外国人留学生入学・一般編入・転
　　　　入・学士入学（１０月期）の合格者で他大学受験などの事情があり希望する場合は、入学金を入学手続期間に納入し、そ
　　　　の他の学費の納入および入学手続を　　3　月23日（月）（必着）　まで延ばすことができます。この　延納制度　は　一般入学（B日　
　　　　　程）・大学入試センター試験利用（Ⅱ期）・推薦・社会人・帰国子女・一般編入・転入・学士入学（　3　月期）の合格者には　
　　　　　適用されません。

５．入学辞退について
　　　入学手続完了後、やむを得ない理由により本学入学を辞退する方は、２０２０年３月３１日（火）１７：００までに入学辞退届（本
　　学所定様式有）を提出して下さい。その場合、入学金（250,000円）を除く「学納金およびその他納入金」を返還いたします。
　　詳細は本学入試広報部までお問い合わせ下さい。入学金はいかなる理由があっても返還いたしません。特待者が入学を辞
　　退する場合、新入生特待制度により免除される入学金についても、いかなる理由があっても返還いたしません。


